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「高松スラグステーションの撤去工事」に係る手続きの状況と実施計画書の審議 

 

１.高松スラグステーションの撤去工事の手続きの状況 

高松スラグステーションについては、「高松スラグステーションの撤去工事」（第６回豊

島事業関連施設の撤去等検討会 持ち回り審議(R2.4.6 資料送付・4.23 決定事項の報告)Ⅱ/

４）で承認された内容に従い、撤去を実施する予定である。 

これまでの高松スラグステーションの撤去等の手続き状況等は、表１のとおりである。 

 

表１  高松スラグステーション撤去工事の手続き状況等 

 高松スラグステーション撤去工事 

撤去等の実施事業者 蓮井建設株式会社 

工期 令和２年６月９日（火）～令和２年９月 30 日（水） 

手

続

き

の

状

況 

発注仕様書の作成 R2.4～5 

発注仕様書の審議 一般土木工事仕様書により発注するため、省略 

入札公告 令和２年５月 11 日（月） 

実施事業者の決定 令和２年６月９日（火） 

実施計画書の審議 
第 7 回撤去等検討会持ち回り審議 (R2.7.20 資料送付・

R2.8.12 決定事項の報告)で実施 

 

２.実施計画書の審議 

「高松スラグステーションの撤去工事」に係る実施計画書別紙については、第７回撤去等

検討会 持ち回り審議において、「豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会に係る持ち

回り審議のガイドライン」に従い審議する。 

 

３.今後の予定 

高松スラグステーション撤去工事については、実施計画書の審議結果を踏まえて実施す

ることとしており、令和２年９月末に完了する予定である。 

 

 

○撤 第７回 Ⅰ／１ 

令和２年７月 20 日 



別 紙





1 工事の基本方針 
 

本工事は、豊島廃棄物等処理事業の共通理念である先端技術を活用し「共創」の

理念で実施するため、これまでの豊島廃棄物等処理事業における姿勢を踏襲し、以

下に示す「豊島中間保管・梱包施設等の撤去等に関する基本方針（豊島廃棄物等処

理事業管理委員会第 2 回撤去検討会平成 28 年 10 月 23 日制定、同第 3 回検討会平成

29 年 1 月 29 日改訂、第 45 回豊島廃棄物等処理事業管理委員会平成 29 年 4 月 16 日

改訂)」に従い実施するものとする。ただし、上記基本方針の「５．除染等廃棄物の

中間処理施設を活用した安全な処理の実施 除染等廃棄物（堆積物の除去・除染作

業によって生じた廃棄物をいう。）は、原則として中間処理施設を活用し、安全な処

理を実施する。」については、中間処理施設がすでに撤去完了していることから、記

述より削除する。 

また、新型コロナウイルス感染症に対しては、「豊島廃棄物等処理施設撤去等事業

における新型コロナウイルス感染症の拡大防止ならびに感染者発生時の対応」(令和

2 年 7 月 15 日改訂)に則り対応するものとする。 
 

１．周辺環境の保全 

撤去等の作業によって生じる排気、排水、騒音、振動、悪臭及び廃棄物等によ

る影響を防止するための措置を講ずるとともに、周辺環境の調査を実施すること

などにより、周辺環境の保全を図る。 
 

２．撤去等の作業従事者の安全及び健康の確保 

豊島廃棄物等及びその燃焼に伴って発生したばいじん等の、設備等への堆積の

状況の測定・確認や作業環境測定等に基づき、適切な保護具や作業方法等を選定

し、撤去等の作業従事者の安全及び健康の確保に万全を期す。 
 

３．撤去等の工程全体におけるＢＡＴ（Best Available Techniques）の適用 

撤去等の工程全体にＢＡＴを適用し、実施可能な最善の技術・手法・体制等を

採用する。 
 

４．施設の解体に先立つ堆積物の除去・除染の徹底 

解体に先立って堆積物の十分な除去・除染を実施し、解体撤去における周辺環

境の保全や作業従事者の安全等並びに施設撤去廃棄物等（施設の解体撤去に伴い

発生した廃棄物や有価物をいう。）の有効利用に資する。 
 

５．施設撤去廃棄物等の有効利用の実現 

施設撤去廃棄物等については、資源化を原則とし、現場で分別したうえで有効

利用を図る。 
 

６．関係者の意向の聴取と的確・迅速な情報共有の実現 

的確・迅速な情報の提供を行い、関係者とのコミュニケーションを通じてより

一層の理解と信頼を得る。  
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実施計画書の作成･審議

準備工

　工事の施工にあたっては、実施計画書、設計図書、土木工事標準仕様書及び工事監督職員
の指示に基づいて行います。
　また、周辺住民への影響に配慮しつつ、無事故・無災害で工期内完成を目指します。
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令和２年度の豊島事業関連施設の撤去等検討会の所掌事項の予定 

 

１．概要 

豊島事業関連施設の撤去等検討会の所掌事項に関し、令和２年度の予定について、第８回豊

島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会 持ち回り審議(R2.4.23 資料送付・5.27 決定事項の

報告)において、その概要が審議・了承された(別紙参照のこと)。ここでは、その内容と現状

について報告する。 

 

２．現状での令和２年度の本検討会の所掌事項に関する予定 

現状での令和２年度の主な実施事項に関する予定は次のとおりである。 

 

（１）スラグステーションの撤去 

高松スラグステーションについては、「高松スラグステーションの撤去工事」（第６回豊島

事業関連施設の撤去等検討会（R2.4.6 開催）Ⅱ/４）で承認された内容に従い、本検討会で

実施計画書を審議・承認いただき、撤去を実施する。 

 

（２）豊島内関連施設の撤去についての第Ⅱ期工事に関する検討 

地下水の排水基準の到達以降に豊島内関連施設の撤去についての第Ⅱ期工事を予定して

おり、地下水浄化対策に支障を生じないことを前提とした撤去手順等の検討を実施する。第

８回フォローアップ委員会資料では７月からの検討の実施となっているが、現状では準備作

業が遅れており、次回の本検討会で検討の計画等を審議いただく。 

 

３．令和２年度の工程案 

令和２年度の豊島事業関連施設の撤去等検討会の予定を表１に示す。 

 

表１ 令和２年度の豊島事業関連施設の撤去等検討会の予定 

●※

準備工
(実施計画書の作成・審議)

※新型コロナウイルス感染予防のため４月に延期した。

3月9月 10月 11月 12月 1月 2月

施設等の撤去

●

●

豊島事業関連施設の撤去等検討会の開催

スラグステーション

第Ⅱ期工事の撤去の検討

契約手続き

構造物撤去工

片付け工

8月

仮
●

4月 5月 6月

仮
●

7月

発注仕様書の作成

入札公告

受注者の決定

 

○撤 第７回 Ⅰ／２ 

令和２年７月 20 日 
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令和２年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要 

 

１．概要 

令和元年度までの実施状況を踏まえ、令和２年度に実施しようとしている豊島廃棄物等処理

施設撤去等事業の概要について取りまとめた。 

 

２．令和２年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要 

令和２年度の主な事項に関する今後の進め方は次のとおりである。 

 

（１）豊島処分地の地下水浄化対策 

各地下水汚染地点において、化学処理による浄化や、揚水井及びウェルポイントによる揚

水浄化等を実施する。 

また、水質モニタリングを実施し、処分地全域に渡って排水基準の到達及び達成について

確認していく中で、十分な浄化効果が期待できない地点が確認された際や、地下水浄化対策

中に新たな地下水汚染が見つかった際には、汚染物質や汚染濃度に応じて、対策範囲を限定

して部分的に追加対策を実施する。 

 

（２）スラグステーションの撤去 

高松スラグステーション等に保管していた溶融スラグの販売が完了しており、令和２年度

にスラグステーションの撤去を実施する。 

 

（３）豊島内施設撤去関連施設の第Ⅱ期工事の検討 

地下水の排水基準達成の確認をした後に豊島内施設撤去関連施設の第Ⅱ期工事を予定し

ており、令和２年度から高度排水処理施設等の撤去の検討を開始する。 

 

（４）遮水機能の解除の検討 

地下水の排水基準達成の確認をした後に遮水機能の解除を予定しており、令和２年度から

遮水機能の解除の検討を開始する。 

 

資料８・Ⅱ／５－１ 

令和２年４月２３日 

別 紙 
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３．令和２年度の工程案 

 

実施予定の工程

検討中の工程

5月 6月 7月 8月 3月

フォローアップ委員会の開催
仮

●

仮

●

9月 10月 11月 12月 1月 2月4月

環境計測・周辺環境モニタリング

排水基準の到達及び達成の確認

高度排水処理施設の運転・管理

遮水機能の解除の検討

地下水・雨水等対策検討会の開催
仮

●

仮

●

仮

●

仮

●

揚水井による浄化対策エリア

（区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝）

ウェルポイントによる浄化対策

エリア

（区画⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓）

その他の区画

（区画⑥⑳㉔㉖㉛㉞㊱㊲㊳

㊵㊶㊷）

豊島事業関連施設の撤去等検討会の開催

地下水

浄化対策

Ａ３・Ｂ５及びＦ１

Ｄ測線西側

高濃度汚染区画（区画②㉚）

高濃度汚染区画（区画⑨）

仮

●

施設等の撤去

スラグステーション

第Ⅱ期工事の撤去の検討

仮

●

揚水井による揚水浄化

遮水機能の解除の検討

環境計測・周辺環境モニタリング

高度排水処理施設の運転・管理

集水井等による揚水浄化

撤去工事

ウェルポイントによる揚水浄化

揚水井による揚水浄化

必要に応じて追加的対策（揚水浄化、化学処理等）の実施

第Ⅱ期工事（高度排水処理施設等）の撤去の検討

土壌の掘削・除去による浄化
化学処理による浄化

必要に応じて追加的対策（化学処理、電気発熱法等）の実施

必要に応じて追加的対策（化学処理、土壌の掘削・除去、電気発熱法等）の実施

必要に応じて追加的対策（化学処理、土壌の掘削・除去、電気発熱法等）の実施

必要に応じて追加的対策（揚水浄化、化学処理等）の実施

必要に応じて追加的対策（揚水浄化、化学処理等）の実施

必要に応じて追加的対策（揚水浄化、化学処理等）の実施

揚水井による揚水浄化（区画⑥㉖㉛）

化学処理による浄化

化学処理による浄化

化学処理による浄化

排水基準の到達及び達成の確認

●※ 

●※ 

●※ 

※新型コロナウイルス感染予防のため４月に延期した。※ 


